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五類感染症の全数把握対象疾患の追加について

札幌市保健所より標記通知があり（札保感第 1160－1 号、2014 年 9 月 22 日）、下記５つの疾患が追加

されました。これらの疾患を診断した医師は、７日以内に札幌市保健所へ届出してください。

また、当院の「医療関連感染対策マニュアル」の「１．院内感染対策に関する法令等」の「１．資料 感

染症に基づく感染症分類」を本日付けで改訂しましたのでお知らせします。

【追加される疾患】

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症

水痘（入院に限る）

播種性クリプトコッカス

薬剤耐性アシネトバクター感染症

なお、各種疾患の定義や届出に関しては、厚生労働省のホームページを閲覧ください。

「厚労省 感染症法 届出」で検索、もしくは、下記のＵＲＬで検索できます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html

院内感染はスタッフの力で予防できる疾患です。

TEL 011-782-9111 （内線 2208 感染制御室内） FAX 011-783-3229
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感染症法に基づく感染症分類一覧（届出基準・様式等）厚労省ＨＰよりH26.10.1 １．資料 感染症法に基づく感染症分類 1/2

患者
無症状病原
体保有者

疑似症患者
感染症死亡
者の死体

感染症死亡者
疑い者の死体

（１） エボラ出血熱 ○ ○ ○ ○ ○ １－１

（２） ｸﾘﾐｱ･ｺﾝｺﾞ出血熱 ○ ○ ○ ○ ○ １－２

（３） 痘そう ○ ○ ○ ○ ○ １－３

（４） 南米出血熱 ○ ○ ○ ○ ○ １－４

（５） ペスト ○ ○ ○ ○ ○ １－５

（６） ﾏｰﾙﾌﾞﾙｸﾞ病 ○ ○ ○ ○ ○ １－６

（７） ラッサ熱 ○ ○ ○ ○ ○ １－７

（１） 急性灰白髄炎 ○ ○ ○ ○ ２－１

（２） 結核 ○ ○ ○ ○ ○ ２－２

（３） ジフテリア ○ ○ ○ ○ ２－３

（４）
重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナ
ウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるも
のに限る）

○ ○ ○ ○ ○ ２－４

（５） 鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１） ○ ○ ○ ○ ○ ２－５

（１） コレラ ○ ○ ○ ○ ３－１

（２） 細菌性赤痢 ○ ○ ○ ○ ３－２

（３） 腸管出血性大腸菌感染症 ○ ○ ○ ○ ３－３

（４） 腸チフス ○ ○ ○ ○ ３－４

（５） パラチフス ○ ○ ○ ○ ３－５

（１） Ｅ型肝炎 ○ ○ ○ ○ ４－１

（２） ｳｴｽﾄﾅｲﾙ熱 ○ ○ ○ ○ ４－２

（３） Ａ型肝炎 ○ ○ ○ ○ ４－３

（４） ｴｷﾉｺｯｸｽ症 ○ ○ ○ ○ ４－４

（５） 黄熱 ○ ○ ○ ○ ４－５

（６） オウム病 ○ ○ ○ ○ ４－６

（７） オムスク出血熱 ○ ○ ○ ○ ４－７

（８） 回帰熱 ○ ○ ○ ○ ４－８

（９） キャサヌル森林病 ○ ○ ○ ○ ４－９

（１０） Ｑ熱 ○ ○ ○ ○ ４－１０

（１１） 狂犬病 ○ ○ ○ ○ ４－１１

（１２） ｺｸｼｼﾞｵｲﾃﾞｽ症 ○ ○ ○ ○ ４－１２

（１３） サル痘 ○ ○ ○ ○ ４－１３

（１４） 重症熱性血小板減少症候群（SFTS） ○ ○ ○ ○ ４－１４

（１５） 腎症候性出血熱 ○ ○ ○ ○ ４－１５

（１６） 西部ウマ脳炎 ○ ○ ○ ○ ４－１６

（１７） ダニ媒介脳炎 ○ ○ ○ ○ ４－１７

（１８） 炭疽 ○ ○ ○ ○ ４－１８

（１９） ﾁｸﾝｸﾞﾆｱ熱 ○ ○ ○ ○ ４－１９

（２０） つつが虫病 ○ ○ ○ ○ ４－２０

（２１） デング熱 ○ ○ ○ ○ ４－２１

（２２） 東部ウマ脳炎 ○ ○ ○ ○ ４－２２

（２３） 鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９を除く） ○ ○ ○ ○ ４－２３

（２４） ﾆﾊﾟｳｲﾙｽ感染症 ○ ○ ○ ○ ４－２４

（２５） 日本紅斑熱 ○ ○ ○ ○ ４－２５

（２６） 日本脳炎 ○ ○ ○ ○ ４－２６

（２７） ﾊﾝﾀｳｲﾙｽ肺症候群 ○ ○ ○ ○ ４－２７

（２８） Ｂウイルス病 ○ ○ ○ ○ ４－２８

（２９） 鼻疽 ○ ○ ○ ○ ４－２９

（３０） ブルセラ症 ○ ○ ○ ○ ４－３０

（３１） ベネズエラウマ脳炎 ○ ○ ○ ○ ４－３１

（３２） ヘンドラウイルス感染症 ○ ○ ○ ○ ４－３２

（３３） 発しんチフス ○ ○ ○ ○ ４－３３

（３４） ボツリヌス症 ○ ○ ○ ○ ４－３４

（３５） マラリア ○ ○ ○ ○ ４－３５

（３６） 野兎病 ○ ○ ○ ○ ４－３６

（３７） ライム病 ○ ○ ○ ○ ４－３７

（３８） ﾘｯｻｳｲﾙｽ感染症 ○ ○ ○ ○ ４－３８

（３９） リフトバレー熱 ○ ○ ○ ○ ４－３９

（４０） 類鼻疽 ○ ○ ○ ○ ４－４０

（４１） レジオネラ症 ○ ○ ○ ○ ４－４１

（４２） レプトスピラ症 ○ ○ ○ ○ ４－４２

（４３） ロッキー山紅斑熱 ○ ○ ○ ○ ４－４３
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患者
無症状病原
体保有者

疑似症患者
感染症死亡
者の死体

感染症死亡者
疑い者の死体

（１） アメーバ赤痢 ○ ○ ５－１

（２） ｳｲﾙｽ性肝炎(A,E型を除く。） ○ ○ ５－２

(３) ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ耐性腸内細菌科細菌感染症 ○ ○ ５－３

（４） 急性脳炎 ○ ○ ５－４

（５） ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ症 ○ ○ ５－５

（６） ｸﾛｲﾂﾌｪﾙﾄ･ﾔｺﾌﾞ病 ○ ○ ５－６

（７） 劇症型溶血性ﾚﾝｻ球菌感染症 ○ ○ ５－７

（８） 後天性免疫不全症候群 ○ ○ ○ ５－８

（９） ジアルジア症 ○ ○ ５－９

(１０) 侵襲性インフルエンザ菌感染症 ○ ○ ５－１０

（１１） 侵襲性髄膜炎菌感染症 ○ ○ ５－１１

(１２) 侵襲性肺炎球菌感染症 ○ ○ ５－１２

(１３) 水痘（入院例に限る） ○ ○ ５－１３

(１４) 先天性風しん症候群 ○ ○ ５－１４

(１５) 梅毒 ○ ○ ○ ５－１５

(１６) 播種性クリプトコックス症 ○ ○ ５－１６

(１７) 破傷風 ○ ○ ５－１７

(１８) ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症 ○ ○ ５－１８

(１９) ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌感染症 ○ ○ ５－１９

(２０) 風しん ○ ○ ５－２０

(２１) 麻しん ○ ○ ５－２１

(２２) 薬剤耐性ｱｼﾈﾄﾊﾞｸﾀｰ感染症 ○ ○ ５－２２

（１） 中東呼吸器症候群（MERS) ○ ○ ○ ○ ６－１

（２） 鳥インフルエンザ（H7N9) ○ ○ ○ ○ ○ ６－１

（１） RSｳｲﾙｽ感染症 ○ ○

（２） 咽頭結膜熱 ○ ○

（３） Ａ群溶血性ﾚﾝｻ球菌咽頭炎 ○ ○

（４） 感染性胃腸炎 ○ ○

（５） 水痘 ○ ○

（６） 手足口病 ○ ○

（７） 伝染性紅斑 ○ ○

（８） 突発性発しん ○ ○

（９） 百日咳 ○ ○

（１０） ヘルパンギーナ ○ ○

（１１） 流行性耳下腺炎 ○ ○

（１）
インフルエンザ(鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ及び新
型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等感染症を除く。）

○ ○ ７－２
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点
（内科・小児科）

（１） 急性出血性結膜炎 ○ ○

（２） 流行性角結膜炎 ○ ○

（１） 性器クラミジア感染症 ○ ○

（２） 性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症 ○ ○

（３） 尖圭コンジローマ ○ ○

（４） 淋菌感染症 ○ ○

（１） 感染性胃腸炎（病原体がﾛﾀｳｲﾙｽ） ○ ○

（２） クラミジア肺炎（オウム病除く） ○ ○

（３）
細菌性髄膜炎（髄膜炎菌・肺炎球菌・イン
フルエンザ菌を除く）

○ ○

（４） ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎 ○ ○

（５） 無菌性髄膜炎 ○ ○

（１） ﾍﾟﾆｼﾘﾝ耐性肺炎球菌感染症 ○ ○

（２） ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症 ○ ○

（３） 薬剤耐性緑膿菌感染症 ○ ○

（１） 摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状 ○

（２） 発熱及び発しん又は水疱 ○

※日曜診断の場合、翌日月曜日までに

五類
（定点）
疑似症

７－７ 直ちに

指定
感染症

直ちに

７－５

基幹定点

７－３

７－４

性感染症定点
→産科・婦人科
性病科
泌尿器科
皮膚科

翌月初日

翌週月曜日※

７－６ 翌月初日
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